
東日本大震災 熊本地震

岩手県 宮城県 福島県 熊本県

災害発生時期 平成23年３月11 平成23年３月11 平成23年３月11 平成28年４月14日

日 日 日 平成28年４月16日

災害廃棄物処 ・平成23年６月 ・平成23年５月 ・平成25年８月 ・平成28年６月

理実行計画等 「災害廃棄物 「災害廃棄物 「東日本大震 「災害廃棄物処

の作成 処理実行計画」 処理指針」策 災に係る災害 理実行計画（第

策定 定 廃棄物処理加 １版）」策定

・平成23年８月 ・平成23年８月 速化指針」 ・平成29年６月

「災害廃棄物 「災害廃棄物 「実行計画（第

処理詳細計画」 処理実行計画 ２版）」策定

策定 （第１次案）」

・平成24年５月， 策定

平成25年５月 ・平成24年７月

「詳細計画」 「実行計画（第

を改定 ２次案）」策定

・平成25年４月

「実行計画（最

終版）」策定

推進体制 資料20(2)①岩手 資料20(2)②宮城 － 平成28年６月20日

県を参照 県を参照 「災害廃棄物処理

支援室（計画・解

体支援班，処理推

進班）」を設置

災害廃棄物発 590万トン 1,930万トン 455万トン 289万トン

生量 （平成28年３月 （平成28年３月 （平成28年３月 （平成29年５月

現在） 現在） 現在） 現在）

うち災害廃棄 429万トン 1,171万トン 280万トン 289万トン

物

うち津波堆積 161万トン 759万トン 175万トン －

物

資料20　災害廃棄物処理の事例

(1) 災害廃棄物処理実行計画等の作成等
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(2) 県の推進体制　①岩手県

出典：東日本大震災津波により発生した災害廃棄物の岩手県における処理の記録

ア　岩手県

(2) 県の推進体制
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【資料25】

出典：災害廃棄物処理業務の記録
　　　　　　　　（H26.7宮城県）

(2) 県の推進体制　②宮城県

出典：災害廃棄物処理業務の記録

〈宮城県〉

(2) 県の推進体制

イ　宮城県
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○地方自治法

(昭和二十二年四月十七日)

(法律第六十七号)

(事務の委託)

第二百五十二条の十四 普通地方公共団体は，協議により規約を定め，普通地方公共団体の

事務の一部を，他の普通地方公共団体に委託して，当該他の普通地方公共団体の長又は

同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させることができる。

２ 前項の規定により委託した事務を変更し，又はその事務の委託を廃止しようとするときは，

関係普通地方公共団体は，同項の例により，協議してこれを行わなければならない。

３ 第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の規定により普通地方

公共団体の事務を委託し，又は委託した事務を変更し，若しくはその事務の委託を廃止する

場合に，同条第四項の規定は第一項の場合にこれを準用する。

(昭二七法三〇六・追加，昭三六法二三五・平一一法八七・平二六法四二・一部改正)

(事務の代替執行)

第二百五十二条の十六の二 普通地方公共団体は，他の普通地方公共団体の求めに応じ

て，協議により規約を定め，当該他の普通地方公共団体の事務の一部を，当該他の普通地

方公共団体又は当該他の普通地方公共団体の長若しくは同種の委員会若しくは委員の名に

おいて管理し及び執行すること(以下この条及び次条において「事務の代替執行」という。)が

できる。

２ 前項の規定により事務の代替執行をする事務(以下この款において「代替執行事務」とい

う。)を変更し，又は事務の代替執行を廃止しようとするときは，関係普通地方公共団体は，同

項の例により，協議してこれを行わなければならない。

３ 第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の規定により事務の代

替執行をし，又は代替執行事務を変更し，若しくは事務の代替執行を廃止する場合に，同条

第四項の規定は第一項の場合に準用する。

(平二六法四二・追加)

(3) 事務委託，事務の代替執行

ア　地方自治法の規定
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イ　市町村から県への事務委託の例（岩手県）

出典：東日本大震災により発生した災害廃棄物の岩手県における処理の記録

イ　市町村から県への事務委託の例（岩手県）
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事務委託の例（宮城県記録）
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出典：災害廃棄物処理業務の記録

〈宮城県〉

ウ　事務委託の例（宮城県記録）
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事務委託（東京都大島町の例）

出典：環境省「災害廃棄物対策指針」技術資料1-9-2

エ　事務委託の例（東京都大島町記録）
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